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要  旨 

 

１ 作成の背景 

福島県は、2011年３月11日の東日本大震災により、津波と地震による被害に加えて、東

京電力福島第一原子力発電所事故（以後、「原発事故」という。）に伴う放射性物質による

汚染という三重の苦悩を背負うこととなった。 

厚生労働省は、原発事故を受け、緊急的措置として2011年３月17日に「飲食物摂取制限

に関する指標」を設け、その後「食品中の放射性物質の新たな基準値」を設定し、2012年

４月１日から施行している。 

現在は、この新しい基準値に基づいて、食品の放射性物質に関する検査が実施され、基

準値を超えた食品については、回収、廃棄、出荷制限が行われている。食品の汚染状況は

時間とともに改善し、現時点では、（生産時、出荷時、流通時に）基準値を超える食品はほ

とんどない。 

このほか、一般家庭の日々の食事に実際に含まれる放射性物質の量を知るために家庭で

作られた一人分の食事を調査するいわゆる陰膳調査によれば、福島県などの食事にわずか

に放射性セシウムが含まれる例が少数あったものの、それは自然放射線程度であり、調査

の範囲では健康に影響がないとの評価が示されている。 

これらの状況を総合すると、原発事故に伴う農産物や食品の放射能汚染に対しては、現

在の基準値の設定や、それに基づいて行われてきたリスク管理が、一定程度整備されてき

たといえる。 

 このように、放射性物質汚染に関する食品の安全を確保するための対策が一定程度整備

されてきたにもかかわらず、福島県産農産物は今なお「風評」問題に晒され続けている。

これは、生産段階における放射能汚染対策の徹底など、なお克服すべき課題が残されてい

るためである。 

 

２ 現状及び問題点 

原発事故直後は、放射性物質の作物への移行が顕著に進んだ。これは、大気から直に葉

面に沈着する葉面吸収や、可給態（水溶性）の放射性物質の多さ等が主要な要因であった。

その後、時間が経過した2012年度の段階では、放射性物質の作物への移行は土壌からの経

根吸収が主となっている。多くの農産物に関して、放射性物質は、検出限界未満（N.D.：

Not Detected）ないしは、初期に比べて大幅に減少した値となっている。 

しかし、東京都中央卸売市場での福島県産青果物主力７品目の価格の推移をみると、原

発事故以前は全国より軒並み高かった各品目の価格が、2012年には全国の平均を下回った。

2012年は、春先の低温により関東圏農産物の出荷時期が福島県の出荷時期と重なったため、

商品の過剰供給傾向が生じ、農産物の価格低下の一要因となった。とはいえ、例年、品質

の良さから高値で取引されるキュウリをはじめとする福島県産農産物の価格が大きく落ち

込んだことは、消費者や流通関係者の中で福島県農産物離れが進んだことの証左と考えら

れる。これには、現在キュウリなど福島県産の主力品目からは基準値を超える値が検出さ
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れないにもかかわらず、事故当初、山菜など一部の品目で基準値を超える結果が出たこと

が、消費者の購買意欲の冷え込みにつながり、「風評」問題を拡大したと考えられる。 

こうした「風評」問題による価格低迷等が長期にわたって続く場合、農家の資源も努力

も限界を超え、農産物販売等の「フローの損害」のみならず、地域営農を支える共同体に

代表される「社会関係資本」等の非物的資本も損なわれかねない。既に、生産現場では農

家の営農意欲の減退から離農問題が顕在化している。福島県の農業の衰退を阻止するため

にも、「風評」問題を解決するための抜本的対策が求められる。 

 

３ 提言の内容 

そこで本分科会は、「風評」問題への対策として、消費者が福島県産農産物の安全性を

確認し、より確かな安心感を抱くことができるよう、農地一枚ごとの放射性物質や土壌成

分などの計測と検査態勢の体系化を提言する。そして、こうした対策を進めるために、現

行法令に関して、その運用の適正化とともに新たな法令の整備が必要であることを、重要

な課題として指摘する。 

 

(1) 検査態勢の体系化の推進 

消費者の安心を確保するためには、放射性物質の検査態勢の体系化と組織体制の整備

が必要である。現行の出口対策だけではなく、生産段階（入口）における放射性物質を

移行させない政策に重点を置くことで、より安全性を高め、消費者の安心を担保する対

策が必要である。具体的に、HACCP のような食品の原料の受け入れから製造・出荷ま

でのすべての工程において、放射性物質の混入リスクの発生を防止するための重要ポイ

ントを継続的に監視・記録する衛生管理手法が必要である。 

このような検査態勢の体系化は基本的には４つの段階から構成されるべきである。 

 ① 第１段階：農地の放射性物質分布の詳細マップの作成と農地認証制度の設計 

作物生産に不可欠な対策として、空間線量、作物検査、土壌のサンプリング調査等

によってリスクが高いとされた地域においては、農地一枚ごとの放射性物質分布の詳

細マップを作成し、それを踏まえた精緻なゾーニングを行うべきである。放射性物質

の分布等の情報を基礎資料として用い、生産段階で放射性物質を移行させない農業の

確立を目的とした、農地レベルでの認証制度（「特別栽培農産物に係る表示ガイドライ

ン」に基づき各地で実施されている認証制度に準ずるもの）を設けることが必要であ

る。 

② 第２段階：移行率のデータベース化とそれに基づいた吸収抑制対策 

第１段階のマップを基にした放射性物質の「作物への移行率」のデータベース化と

それに基づいた吸収抑制対策が必要である。 

 ③ 第３段階：自治体・農協のスクリーニング検査と国・県のモニタリング検査との

連携 

2012年８月より福島県産米に対して行われているような、生産者団体や消費者団体

による全袋検査と、その全袋検査で値が高かった米をサンプルとする県や国のモニタ
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リング検査からなる２つの検査態勢の構築と連携を、米以外の作物に対しても整備す

るべきである。 

  ④ 第４段階：消費者自身が放射能測定を実施できる機会の提供 

さらに、消費者自身が放射能測定を実施できる機会を提供するべきである。 

 

表  食品の安全検査態勢の段階 

 

 
 

この一連の流れを、生産段階から消費段階までの４段階検査態勢として構築すること

が求められる。なお、このような検査態勢の構築・実施には、人的・物的設備の両面に

おいて費用がかかることが予想される。検査態勢の費用対効果についても、今後検討を

行っていく必要がある。 

 

 (2)  検査態勢の体系化のための支援 

  (1)の検査態勢の体系化を図るために特に重要な課題を提言として列挙する。 

 

①  食品の検査態勢に関する統一的な法令の整備 

現在、食品の基準に関しては厚生労働省、除染に関しては環境省、土壌からの放射

性物質移行に関する試験研究に関しては農林水産省、広域な空間線量率マップ作成に

関しては原子力規制委員会（原子力規制庁）、現地での復興計画や除染等事業推進に関

しては復興庁という縦割り行政のもとで、対策が実施されている。こうした縦割り行

政から脱却し、復興庁を司令塔とし、その指示のもとで関係省庁が業務を推進するよ

うな態勢に変えていく必要がある。このためには、放射能の汚染調査、検査態勢、吸

収抑制対策、除染対策などを包括した、食品検査態勢に関わる新たな法令の整備が求

められる。 

 

第4段階
消費者自身が放射能測定を実施でき

る機会提供

移行率のデータベース化と吸収抑制
対策

第1段階
農地放射性物質分布マップの作成と

認証制度設計

第2段階

第3段階
自治体・農協のスクリーニング検査と
国・県のモニタリング検査の連携
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②  より高い安全性を確保するための、移行リスクごとの放射能汚染対策の確立 

食品検査態勢を、現在の出口対策から生産対策へ転換すべきである。転換のために

は検査によって得られた膨大なデータを短時間で解析し、生産段階での対策（圃場管

理、作物選択、土壌分析を基にした吸収抑制対策）につなげることが必要である。ま

たこのような対策を福島県のみに適用するのではなく、放射能汚染問題に直面する他

地域においても同様に実施することが必要である。国の責任のもとで、これらの政策

が行われるべきである。 

 

③  原子力災害からの復興のための一元的な研究機関・組織の設置 

各地の研究機関で得られた様々な技術情報を共有し、その情報をデータベース化す

る「総合的な研究センター機能」を持つ機関・組織を整備する必要がある。原子力災

害の被災地に立地する既存の研究機関には、様々な組織から情報提供や連携が求めら

れているが、これに対応するためには放射能汚染問題を専門とした新たな機関の設置

が必要である。特に農学系の教育・研究機関の設置及び機能強化は急務である。 

各大学・機関・企業がそれぞれ競争しながら技術開発を行うだけではなく、原子力

災害からの復興のための「関係する研究機関の連携と情報の一元化」が求められる。 

 

原発事故に起因した放射性物質は減衰するものの、完全に「ゼロ」とはなり得ない。こ

のため、食の安全と安心を確保する試みは、長期的に行う必要がある。 

また、「風評」問題を解決するためには、今回提言した検査態勢の体系化と合わせて、

リスクコミュニケーションの実施が重要となる。放射線などに関するリテラシー教育の実

施、マスコミュニケーションとの連携、ソーシャルメディアへの対応等の様々な対策を、

長期的に、かつ複合的に行う必要がある。 

そして、リスクコミュニケーションの取り組みの観点からも、本提言で示した「より一

層の安全性を確実に担保するための検査態勢の体系化と、これを県域を超えて運用するこ

と」が重要となる。このような厳格な検査態勢を実施する姿勢そのものが、最終的には消

費者や流通関係者の心理に関わる「風評」問題の解決の糸口になると考えられる。 
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１ はじめに 

 

2011年３月11日の東日本大震災から２年が経過した。宮城県沖を震源地とするマグニチ

ュード9.0の巨大地震と大津波が東日本を襲い、それに伴う東京電力福島第一原子力発電所

事故（以後、「原発事故」という。）は、放射能の漏えいを現出し、原子力発電所周辺の多

くの住民が避難を余儀なくされる事態となった[1]。福島県は津波と地震による被害に加え

て、原発事故に伴う放射性物質による汚染という三重の苦悩を背負うこととなった。 

 

 (1) 食品の安全と安心の確保（リスク管理） 

厚生労働省は、原発事故を受け、2011年３月17日に緊急的措置として、「飲食物摂取

制限に関する指標」を設けた[2]。ここで示された指標値を「暫定規制値」とした。そ

の後、食品の安全と安心をより一層確保する観点から、食品安全委員会による審議を経

て、それまでの暫定規制値で許容していた年間線量５ミリシーベルトに基づく基準値か

ら年間１ミリシーベルトに基づく基準値に改める「食品中の放射性物質の新たな基準値」

を、2012年４月１日より施行している[3]。 

現在ではこの新しい基準値に基づいて、食品の放射性物質に関する検査が実施され、

基準値を超えた食品については、回収、廃棄、出荷制限が行われている1。実際に行われ

ている食品の放射性物質検査の結果をみると、食品の汚染状況は時間とともに改善し、

現在では基準値を超える食品はほとんどない2。さらに検査結果の表記の方法も改善され、

2011年10月３日からは、単にN.D.（検出限界未満：Not Detected）と表記するのではな

く、検出下限値を具体的に表示するように改められた。 

このほか、一般家庭の日々の食事に実際に含まれる放射性物質の量を知るために家庭

で作られた一人分の食事を調査するいわゆる陰膳調査によれば、福島県などの食事にわ

ずかに放射性セシウムが含まれる例が少数あったものの、それは自然放射線3程度であり、

この調査の範囲では健康に影響がないとの評価が示されている4。 

 これらの状況を総合すると、原発事故に伴う農産物や食品の放射能汚染に対しては、

現在の基準値の設定と、それに基づいて行われてきたリスク管理が、一定程度整備され

てきたといえる。 

特に原発事故発生地である福島県では、2012年度より県独自の米の全袋検査の整備や

                                            
1 食品中の放射性物質の基準値及び検査については、「食品中の放射性物質対策に関する説明会」（2013年２

月１日）における厚生労働省医薬食品局食品安全部の以下の資料を参照。 
http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/risk_comm/r_kekka_radio/pdf/130201_2mhlw.pdf 

2 農業生産現場における対応と検査結果については、「食品中の放射性物質対策に関する説明会」（2013年２

月１日）における農林水産省の以下の報告を参照。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/risk_comm/r_kekka_radio/pdf/130201_3maff.pdf 
3 自然放射線とは、自然界にもともと存在する放射線の総称であり、宇宙から降り注ぐ放射線や大地（ウラ

ンやカリウム40他）から発せられる放射線などが代表的なものである。 
4 陰膳調査の結果については、例えば、日本生活協同組合連合会の「家庭の食事からの放射性物質摂取量調

査」のデータを参照。 

http://jccu.coop/topics/radiation/intakeresult.html 
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各自治体・農業団体による自主検査の普及など検査態勢の仕組みと運用を高度化させて

きた。しかし、放射能汚染の範囲は福島県に限定されないことから、福島県のみ検査態

勢の精緻化を図っている現状には課題が残る。また、同じ福島県内でも米の全袋検査の

結果とその要因分析から、地域や圃場ごとのリスクが特定されつつある[4]。このよう

な現状に鑑みても県域や行政区分を超えた食品安全検査の運用が求められている。食品

に含まれる放射性物質検査態勢や放射能汚染対策の運用に地域間で差異があるという

実態が生活者の不安感につながっており、それが「風評」問題の一つの要因となってい

る[5]。 

 

(2) 福島県産農産物の「風評」問題 

 放射性物質汚染に関する食品の安全を確保するための対策が一定程度整備されてき

たにもかかわらず、福島県産農産物は今なお「風評」問題に晒され続けている。 

文部科学省が2011年８月に発表した「原発事故による原子力損害の範囲の判定等に関

する中間指針」では、原発事故に伴う原子力損害としての風評被害を「報道等により広

く知らされた事実によって、商品又はサービスに関する放射性物質による汚染の危険性

を懸念した消費者又は取引先により当該商品又はサービスの買い控え、取引停止等をさ

れたために生じた被害」と定義している[6]5。福島県で生産されていた農産物をはじめ

とする食品・物財が、原発事故による放射能汚染の影響により出荷制限・停止を余儀な

くされた事例は多い。さらに、放射性物質検査において基準値以下、あるいは検出限界

未満であるなど、安全性に問題がないと判定されたものでも、消費者が不安に思い購入

を控えたり、流通価格が震災前に比べて低迷する等、「風評」問題も依然として存在し

ている[7，8]。 

 

 (3) 日本学術会議の取組み 

日本学術会議は、津波・地震による被害に加えて、原発事故に伴う放射性物質による

汚染という三重の苦悩を背負うこととなった福島県の復興を支援することを目的に、

2012年６月に東日本大震災復興支援委員会に福島復興支援分科会を設置した。 

「風評」問題には、特定の場所（地域）に対するもの、そこに居住する人に対するも

の、そこで生産される物財（農林水産物、製品等）に対するものがある。また、原発事

故に起因する農産物等の放射能汚染に関する「風評」問題は、福島県のみならず、東北

地方を中心に日本全国で確認されている。とはいえ、福島県産の食品に対する「風評」

問題は未だ深刻であることに鑑み[7，8]、この点を中心として、本分科会では審議を重

ねてきた。 

本提言は、その審議の結果を取りまとめ、政府及び自治体に対して、農産物の安全と

安心の水準をより高め、原発事故に起因する農産物に関する「風評」問題を解決するた

めの検査態勢の体系化に関する緊急提言を行うものである。 

                                            
5 原発事故に伴う原子力災害としての風評被害については、本中間指針の第７（p.40 – 54）を参照。 
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２ 福島県における農産物の「風評」問題と課題 

 

(1) 福島県農業が被った原子力災害 

原発事故から２年が経過した福島県では、農業生産の落ち込みが続いている。本節で

は、福島県農業が被った原子力災害について、フロー、ストック、社会関係資本の観点

から整理する。 

放射能汚染による損害は、以下の３つの枠組みで捉えることができる[9]。 

①  フローの損害： 

「フローの損害」とは、出荷制限品目となった農産物、作付制限を受けた農産物な

どの生産・販売ができなかった量的な減少分と、「風評」問題による価格の下落分で

あり、現在、損害賠償の対象となっている。 

原発事故以前（2010年）の福島県の農業粗生産額は約2,330億円であり、販売農家

は約７万戸であった。原発事故後（2011年）の農業粗生産額は1,851億円と479億円

の減少となっている。 

②  ストックの損害： 

「ストックの損害」とは、物的資本、生産インフラの損害である。これには、農地

をはじめとした生産基盤の放射能汚染、避難による農業関連施設や機械の使用制限な

どが含まれる。現段階ではこれらストックの損害調査は行われていない。農地の損害

などの評価には、まずは農地一枚ごとの放射性物質分布と「土壌の成分分析マップ」

の作成が必要となる。 

③  社会関係資本等の損害： 

「社会関係資本等の損害」とは、農村内部の地域営農を支える様々な資源・組織・

人間関係等の関係性（社会関係資本と総称される）の損害、さらには産地形成や地域

ブランド構築のための投資や努力、地域づくりの基盤となる人的資源の育成とネット

ワークの構築、コミュニティの維持と伝統文化の継承などに与えた原発事故の損害、

すなわち非物的資本への損害が含まれている。これら地域社会を構成する有形無形の

非物的資本が著しい損害を被っており、そのことが十分に検証されていない。 

 

今回の原子力災害の根本的な問題は、放射能汚染により農産物が売れないといった「フ

ロー」として損害にとどまらず、生産基盤である「ストック」としての農地や、それを

維持する「社会関係資本」としての農村共同体、人的資本、地域産品ブランド等の非物

的資本が決定的に毀損されたことにある。原子力災害を強く被った福島県では、地域社

会の担い手や営農システムが受けた損害をどのように克服し、いかに地域農業を再生さ

せるかが大きな課題となっている。特に、帰宅困難区域や居住制限区域など避難地域を

持つ市町村では、「ストック」については数年間から十数年間は利用することができず、

社会関係資本等については維持そのものが困難となっている。 

とはいえ、福島県農業の再生の出発点は、「フロー」の損失分をどのように評価し、

どのように適切に補償するかにある。「フロー」の損失が、後述する「風評」問題によ
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り長期化すれば、社会関係資本等がさらに毀損されかねないからである。 

社会関係資本等の損害対策については別途の検討が必要である。 

 

(2) 「風評」問題の現状 

  フローや社会関係資本の損害においては、作付制限地域の設定や出荷制限品目の一部

指定に加え、長期化が懸念される「風評」問題が看過できない。 

流通に関わる様々な業者は、原発事故以来、福島応援フェアを開催しつつも、産地に

敏感である消費者のマインド[10]に反応して福島県産農産物の流通を絞り、他地域産品

や輸入品に切り替えてきた。 

原発事故直後は、放射性物質の作物への移行が顕著に進んだ。これは、大気から直接

に葉面に沈着する葉面吸収や、可給態（水溶性）の放射性物質の多さ等が主要な要因で

あった。その後、時間が経過した 2012 年度の段階では、放射性物質の作物への移行は

土壌からの経根吸収が主となっている。作物の多くに関して、放射性物質は、検出限界

未満（N.D.：Not Detected）ないしは、初期に比べて大幅に減少した値となっている。

このように農産物の安全性がより高まったにもかかわらず、「一度切り替えた産地を元

の産地（福島県）に戻すことは難しい」という市場の論理が働いた。 

東京都中央卸売市場での福島県産青果物主力７品目の価格の推移をみると、原発事故

以前は全国より軒並み高かった各品目の価格は、2012年には全国の平均を下回った（表

１）[11]。2012年は、春先の低温により関東圏農産物の出荷時期が福島県の出荷時期と

重なったため、商品の過剰供給傾向が生じ、農産物の価格低下の一因となった。とはい

え、例年、品質の良さから高値で取引されるキュウリをはじめとする、福島県産農産物

の価格が大きく落ち込んだことは、消費者や流通関係者の中で福島県産農産物離れが進

んだことの証左と考えられる。 

放射性物質の農産物等への汚染対策としてリスク管理を十分に図り、流通過程に入る

福島県産農産物の安全性が確保されている農産物であっても、こうした価格低下、買い

控えの事例が存在する。これには、現在キュウリなど福島県産の主力品目からは基準値

を超える値が検出されないにもかかわらず、事故当初山菜など一部の品目で暫定基準を

超える値が出たことが、消費者の購買意欲の冷え込みにつながり、「風評」問題を拡大

したと考えられる（図１，２）[12]。 

こうした「風評」問題による価格低迷等が長期にわたって続く場合、農家の資源も努

力も限界を超え、農産物販売等の「フロー」のみならず、地域営農を支える共同体に代

表される「社会関係資本」等さえも損なわれかねない。 

既に、生産現場では農家の営農意欲の減退から離農問題が顕在化している。福島県の

農業の衰退を阻止するためにも、「風評」問題を解決するための抜本的対策が求められ

る。 
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表１ 福島県産青果物主力７品目の価格の推移（東京都中央卸売市場６月上旬） 

 
（注）金額は１kgあたりの値段。全国平均単価は福島県を除く総平均。ＪＡ福島中央会集計。 

（資料）参考文献[11] 

 

図１ 福島県産アスパラガスの価格指数の推移（５月） 

(注) 農畜産業振興機構（ALIC）の野菜情報総合把握システム（ベジ探）資料を元に作成。価格指数は東京

都中央卸売各市場（築地、大田、豊島、淀橋）の全産地の加重平均価格を100としたときの福島県産の価格。 

(資料）参考文献[12] 

 

 

図２ 福島県産キュウリの価格指数の推移（７月） 

(注) 農畜産業振興機構（ALIC）の野菜情報総合把握システム（ベジ探）資料を元に作成。価格指数は東京

都中央卸売各市場（築地、大田、豊島、淀橋）の全産地の加重平均価格を100としたときの福島県産の価格。 

(資料）参考文献[12] 
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(3) 「風評」問題対策としての検査態勢の体系化 

「風評」問題を軽減するためには、食の安全についての適切な情報提供を通して消費

者や流通関係者が正確に理解し、食への安心につなげることが重要である。 

一方で、消費者が検査の精度と体系性に不安を感じた場合、たとえしっかりした検査

態勢がとられ食品の安全性に問題がなくとも、流通業者は特定産地からの買付けを避け

る傾向にあることが知られている[5]。このため、「風評」問題対策は、消費者に適切な

情報を提供することが重要な課題となる。そのためには、検査態勢の充実はもちろんの

こと、それによって基準値を超える農産物が生産されるリスクを小さくすることに寄与

する制度を構築することが必要と考えられる。具体的には、農地一枚ごとの放射性物質

分布の詳細マップの作成、移行率の確認を踏まえた合理的な検査態勢の構築といった生

産段階からの根本的対策を講じたうえで、消費者が客観的に農産物の安全性を確認でき

るようにすることが重要である。 

 このような、検査態勢の充実と農産物の安全性に対する消費者の信頼の再構築の事例

として、福島県産米の全袋検査が挙げられる。福島県は、産地の検査態勢強化事業「ふ

くしまの恵み安全・安心推進事業」の一環として 2012 年８月より、県内各地域にベル

トコンベア式検査機器を導入し、各地域の生産者団体や消費者団体から構成される協議

会が検査主体となって、全袋検査を実施している。この全袋検査で行われているベルト

コンベア式検査は、破壊検査に比較して精度は落ちるものの、基準値を超える農産物を

ふるい分けるというスクリーニング機能としての役割を果たしている。なぜなら、この

全袋検査で 50 ベクレルを超えた米については、その後、福島県による精緻なモニタリ

ング調査のサンプルとして検査が実施され、その結果に基づいて出荷の可否が決められ

るからである。このように消費者が安心できる検査態勢を構築した結果、福島市の小中

学校では2013年 1月から給食に福島県産の米を使用し始めている。 

 このように福島県産米については、生産者団体や消費者団体から構成される協議会に

よる全袋検査と、その結果、値の高かった米をサンプルとする県や国のモニタリング検

査からなる２つの検査態勢が連携している。こうした検査態勢によって、福島県産米は

信頼を回復しつつあるといえる。しかし、福島県のみがこのような検査態勢を構築する

一方、他の汚染地域では全袋検査が実施されていないという点で課題が残る。 

 

 (4) 農産物への放射性物質移行等に関する研究成果の統合と活用 

原発事故以降、国、独立行政法人、県の農業系試験研究所、大学（農学系、工学系、

理学系）、民間企業や民間の研究所、NPO、農業団体、農家組織など様々な主体が、農産

物への放射性物質移行メカニズムの解明や吸収抑制対策の実験等を新たに実施してい

る。例えば、農林水産省等により 2012 年度に行われた作付制限地域における試験栽培

では、農産物への放射性セシウム吸収のメカニズムの解明、土壌分析と施肥設計（カリ、

ゼオライト等）によるセシウム低減資材の検証、移行しやすい水田環境の特定（里山、

沢、地質など）が行われ、現在も検証過程にある[4]。 
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つまり、農地ごとに、放射性物質による汚染状況や土壌の特性が判明すれば、そこで

生産される農産物に応じた放射性物質の吸引材の活用法等を確立できる段階に達しつ

つある。 

この実施のためには、農地一枚ごとの放射性物質分布の詳細マップが必要であり、そ

のための検査態勢の体系化が求められる。既に、農地の放射性物質分布については、文

部科学省によって２kmメッシュのものが作成されている。しかしながら、基準以上の放

射性物質を含む農産物を生産しないためには、それでは不十分であり、農地一枚ごとに

作成された放射性物質分布の詳細マップが必要となる。 

こうした農地一枚ごとの放射性物質分布の詳細マップに関連した取り組みとして、総

合科学技術会議の主導のもと、農林水産省を担当省とした「ほ場環境に応じた農作物へ

の放射性物質移行低減対策確立のための緊急調査研究」が、2012年度の単年度事業で実

施された[13]。この事業では、畑作における圃場に応じた作物選択や低減対策を構築す

るための放射性物質分布の詳細マップ(原文では「リスクマップ」)を作成することを予

定していた。具体的には、放射性物質の土壌分析を実施したうえで、①基準値を超える

リスクのない地域(例年通り作付が見込める農地)、②対策を打てば基準値以下にできる

地域(カリウムの施肥による吸収抑制対策を必要とする農地)、③基準値を超える可能性

が高い地域（他作物への転換等を推奨される農地）の３段階で、農地を区分（ゾーニン

グ）したマップを作成することを予定していたが、未了となり、今後は委託研究として

研究を進めることになった6 。こうした放射性物質分布の詳細マップを活用することが、

基準値を超える農作物等を生産する可能性を小さくすることにつながると考えられる。 

このような施策の実施のためには、まず、これまでの研究成果の統合が必須である。

現在、農地ごとの土壌分析と作物への放射性物質移行メカニズムの解明や吸収抑制対策

の実験等の個々の研究成果は、その研究主体が独自の手法で進めて各々が発表するとい

う場合が多い。これまで公表された個々の研究成果を統合したうえで、福島県農産物に

対する安心をさらに高めるための放射性物質分布の詳細マップや検査態勢の体系化の

実現につながる具体的な方策が求められる。 

さらに、こうした農地一枚ごとの放射性物質分布の詳細マップ作成や検査態勢の体系

化のためには、統一的な法令・制度の整備が求められる。例えば、上記の農林水産省に

よるリスクマップの研究開発を用いて生産を管理するならば、①３段階のゾーニングを

どのような法令に基づいて実施するのか、②監督官庁はどこなのか、③管理責任はどこ

にあるのか、④誰がどのように実施するのか、⑤どこに情報を集約するのか、⑥どのよ

うに結果を公開するのか、⑦予算の規模や配分は適切か、といった課題について検討す

る必要がある。 

 

                                            
6 2012年度の研究成果は、①作物の放射性セシウム吸収に及ぼす土壌要因の解明、②籾すり機内での玄米汚

染防止対策技術の開発、③農業用水用放射性セシウム分別分析法の開発に重点が置かれ、リスクマップ作成

は未了の段階である。2013年度からは、「農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発」プロジェクト内にお

いて委託研究として進められている。 
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 (5) 原子力災害に関する一元的な研究機関・組織の設置 

放射能汚染の除染技術に関しても、これまでの研究成果が統合的・体系的に検証され

ていない。このため、県・市町村や農協などにとって、新たな除染対策の策定や除染技

術を現場に適用することが困難な状況にある。また、原発事故の主たる被災地である福

島県には、東北６県で唯一、作物学、栽培学、土壌学などをカバーする農学系の高等教

育・研究機関（学部・研究科等）が存在していない。この点も、新たな対策や技術を現

場に適用することの遅れの原因の一つである。 

このような課題を解決するためには、様々な分析結果や技術情報を共有し、その情報

をデータベース化する「総合的な研究センター機能」を持つ機関・組織を整備する必要

がある。原子力災害の被災地に立地する既存の研究機関には、様々な組織から情報提供

や連携が求められているが、これに対応するためには放射能汚染問題を専門とした新た

な機関の設置が必要である。各大学・機関・企業がそれぞれ競争しながら技術開発を行

うだけではなく、原子力災害からの復興のための「関係する研究機関の連携と情報の一

元化」が求められる。 
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３ 提言 

 

本分科会は、「風評」問題への対策として、消費者が福島県産農産物の安全性を確認し、

より確かな安心感を抱くことができるよう、農地一枚ごとの放射性物質や土壌成分などの

計測と検査態勢の体系化を提言する。これは、現段階において、土壌からの経根吸収が主

となったことを踏まえたものである。こうした対策を進めるために、現行法令に関して、

その運用の適正化とともに新たな法令の整備が必要であることを、重要な課題として指摘

する。 

 

 (1) 検査態勢の体系化の推進 

消費者の安心を確保するためには、放射性物質の検査態勢の体系化と組織体制の整備

が必要である。現行の出口対策だけではなく、生産段階（入口）における放射性物質を

移行させない政策に重点を置くことで、より安全性を高め、消費者の安心を担保する対

策が必要である。具体的に、HACCP7のような食品の原料の受け入れから製造・出荷ま

でのすべての工程において、放射性物質の混入リスクの発生を防止するための重要ポイ

ントを継続的に監視・記録する衛生管理手法が必要である。 

このような検査態勢の体系化は基本的には４つの段階から構成されるべきである

[14]。 

 

①  第１段階：農地の放射性物質分布の詳細マップの作成と農地認証制度の設計 

第１段階として、空間線量、作物検査、土壌のサンプリング調査等によってリスク

が高いとされた地域においては、農地一枚ごとの放射性物質分布の詳細マップを作成

し、それを踏まえた精緻なゾーニングを行うべきである。これは、作物生産に不可欠

な対策である。土壌、作物、人体の放射性物質の含有量を継続的に測定することで、

外部被曝から内部被曝までを包括的に把握する態勢の基盤を構築することができる。 

特に水田農業に関しては、土壌の放射性物質のみならず、土壌成分や地質、用水を

含む「栽培環境」の影響も考慮する必要がある。そのため農地一枚ごとの放射性物質

分布の特定と併せて「土壌の成分分析マップ」を整備する必要がある。これは、放射

能汚染対策という当面の対策だけではなく、将来の汚染地域農業の復興に向けて新た

な生産基盤を整備することにもつながる。特に営農意欲の減退が顕著な地域において

は重要な対策となる。 

こうした放射性物質分布と土壌成分に関する詳細マップを基礎資料として用い、生

産段階で放射性物質を移行させない農業の確立を目的とした、農地レベルでの認証制

度（「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき各地で実施されている認証制

                                            
7 HACCP（ハサップ、Hazard Analysis Critical Control Point、危害分析重要管理点）は、食品の原料

の受け入れから製造・出荷までのすべての工程において、危害の発生を防止するための重要ポイントを継続

的に監視・記録する衛生管理手法（厚生労働省食品安全部監視安全課）のことであり、放射性物質検査にお

いても、生産段階から、加工、集出荷、販売の各段階でリスク管理を行う体制が必要である。 
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度に準ずるもの）を設けることが必要である。 

既に福島県内では一部の地域が先行して農地一枚ごとの放射性物質分布マップの

作成を進めているが、放射性物質分布と土壌成分にかかる統一的な測定方法が行われ

ていないなどの課題もある。こうした福島県内の課題克服に加えて、放射能汚染問題

に直面する他地域への拡大適用が必要である。 

 

②  第２段階：移行率のデータベース化とそれに基づいた吸収抑制対策 

第２段階として、第１段階のマップを基にした農地ごとの放射性物質の「作物への

移行率」のデータベース化とそれに基づいた吸収抑制対策が必要である。農地の放射

性物質の濃度と土壌成分等の栽培環境に加え、そこで栽培される作物の特性によって

放射性物質の移行率が決まる。 

現場のデータを収集・分析することで、吸収抑制対策の影響も考慮に入れたうえで、

将来の移行率を事前にシミュレーションすることが可能となる。 

これにより、その圃場とそこで栽培する作物に合わせた吸収抑制対策（カリウム対

策など）が適切に行われ、放射性物質が移行しにくい農業生産を行うことが可能とな

る。 

 

③  第３段階：自治体・農協のスクリーニング検査と国・県のモニタリング検査と

の連携 

第３段階として、2012年８月より福島県産米に対して行われているような、生産者

団体や消費者団体による全袋検査と、その全袋検査で値の高かった米をサンプルとす

る県や国のモニタリング検査からなる２つの検査態勢の構築と連携を、米以外の作物

に対しても整備するべきである。 

こうした検査態勢は、現在では福島県産の米にしか適用されていない。米以外につ

いても、放射性物質分布のマップで濃度が高い圃場の農産物に関して同様の態勢を整

えることで、より丁寧な出口対策を行う必要がある。また福島県以外であっても、放

射性物質分布マップで濃度が高い圃場においては、同様の態勢が必要である。 

なお、この第３段階は、第２段階までの生産段階での対策を基盤に行われるもので

ある。 

 

④  第４段階：消費者自身が放射能測定を実施できる機会の提供 

第４段階として、消費者自身が放射能測定を実施できる機会を提供するべきである。

ここで提唱する消費地段階での検査は、あくまで消費者が自ら測定できる機会を選択

肢として用意するということである。 

 

この一連の流れを、生産段階から消費段階までの４段階検査態勢として構築すること

が求められる。（図３） 

なお、このような検査態勢の構築・実施には、人的・物的設備の両面において費用が
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かかることが予想される。検査態勢の費用対効果についても、今後検討を行っていく必

要がある。 

  

図３ 食品の安全検査態勢の体系化  （小山良太幹事作成） 
(注 1)高濃度は 2011 年の作付制限基準の 5,000Bq/㎏の汚染、中濃度は 1,000Bq/㎏以上～5,000Bq/㎏未

満、低濃度 1,000Bq/㎏未満を想定。 
(注 2）高移行率、低移行率に関しては移行率、また土壌分析の結果により判断するものであるが、現在

研究段階にあり具体的な数値は判断しかねる。 
(注 3)規制値に関しては「一般食品」は１キロ当たり 100Bq、新設の「乳児用食品」と「牛乳」が同 50Bq、

「飲料水」は同 10Bq とする「食品中の放射性物質の新たな基準値」を想定。 
 

(2) 検査態勢の体系化のための支援 

  (1)の検査態勢の体系化を図るために特に重要な課題を提言として列挙する。 

 

① 食品の検査態勢に関する統一的な法令の整備 

 現在、食品の基準に関しては厚生労働省、除染に関しては環境省、土壌からの放射

性物質移行に関する試験研究に関しては農林水産省、広域な空間線量率マップ作成に

関しては原子力規制委員会（原子力規制庁）、現地での復興計画や除染等事業推進に関

しては復興庁という縦割り行政のもとで、対策が実施されている。こうした縦割り行

政から脱却し、復興庁を司令塔とし、その指示のもとで関係省庁が業務を推進するよ

うな態勢に変えていく必要がある。このためには、放射能の汚染調査、検査態勢、吸

規制値以上(注3）

規制値以下（注3）

第
3
段
階

自治体・農協
のスクリーニン
グ検査と国・県
のモニタリング
検査の連携

スクリーニング検査（自主検査）（傾斜検査→中濃度汚染農地、高移行率農産物の
サンプル数を増やす）

スクリーニング検査の結果を受け出荷の可否を決めるモニタリング検査の実施 出荷制限

第
4
段
階

消費者自身が
放射能測定を
実施できる機

会提供

消費地における安全確認のための検査

第
2
段
階

移行率のデー
タベース化と吸
収抑制対策

移行率、土壌分析
によるゾーニング

非食用農産物生
産

低移行率(注2)農産物

生産

高移行率（注2)農産物

生産

第
1
段
階

農地放射性物
質分布マップ
の作成と認証
制度設計

放射能汚染マップの作成
高濃度（注1)汚染

農地
作付、生産制限

汚染なし
中濃度（注1)汚染

農地
低濃度（注1)汚染

農地
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収抑制対策、除染対策などを包括した、食品検査態勢に関わる新たな法令の整備が求

められる。 

 

② より高い安全性を確保するための、移行リスクごとの放射能汚染対策の確立 

   土壌から放射性物質（主にセシウム）が作物に移行するリスクは、コントロール可

能性を考慮した場合、ハウスや畑地で生産される園芸作物において基準値を超えるリ

スクが最も小さい。続いて、牧草地、樹園地の順にリスクが高くなり、最も管理が困

難なのが水田農業である。 

最もリスクの高い水田農業に関連して、福島県では、2012年度には米の全袋検査が

実施されている。2012年度の方法では、農家ごとの管理であったが、2013年度からは

100 ベクレルを超えた米が農家のどの圃場で作付されたのかを特定できる圃場管理方

式への転換がなされている。これにより、生産前の段階でリスクの高い農地を特定す

ることが可能になり、汚染度合いに合わせた対策を事前に行うことができる。 

現在、福島県以外の都道府県における農産物一般の検査態勢は、生産過程において

は自由な作付を認め、出荷前や流通過程において検査するというものである。もし、

生産前の段階で農地の放射能汚染の度合いが把握できるならば、生産時点でそれを踏

まえた作物転換対策や吸収抑制対策を効果的に実施することができる。また汚染度の

高い農地では吸収率の高い作物を栽培しないことで、農産物に含まれる放射性物質が

低減される。 

より高い安全性を確保し、「風評」問題に対応するためには、食品検査態勢を、現

在の出口対策から生産対策へ転換すべきである。転換のためには検査によって得られ

た膨大なデータを短時間で解析し、生産段階での対策（圃場管理、作物選択、土壌分

析を基にした吸収抑制対策）につなげることが必要である。またこうした対策を福島

県のみに適用するのではなく、放射能汚染問題に直面する他地域においても同様に実

施することが必要である。国の責任のもとで、これらの政策が行われるべきである。 

 

③ 原子力災害からの復興のための一元的な研究機関・組織の設置 

原発事故の主たる被災地である福島県には、東北６県で唯一、作物学、栽培学、土

壌学などをカバーする農学系の高等教育・研究機関（学部・研究科等）が存在してい

ない。この点も、新たな対策や技術を現場に適用することの遅れの原因の一つである。  

そこで 各地の研究機関で得られた様々な分析成果や技術情報を共有し、その情報

をデータベース化する「総合的な研究センター機能」を持つ機関・組織を整備する必

要がある。原子力災害の被災地に立地する既存の研究機関には、様々な組織から情報

提供や連携が求められているが、これに対応するためには放射能汚染問題を専門とし

た新たな機関の設置が必要である。各大学・機関・企業がそれぞれ競争しながら技術

開発を行うだけではなく、原子力災害からの復興のための「関係する研究機関の連携

と情報の一元化」が求められる。 
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４ おわりに 

 

原発事故に起因した放射性物質は減衰するものの、完全に「ゼロ」とはなり得ない。こ

のため、食の安全と安心を確保する試みは、長期的に行う必要がある。 

また、「風評」問題を解決するためには、今回提言した検査態勢の体系化と合わせて、

リスクコミュニケーションの実施が重要となる。放射線などに関するリテラシー教育の実

施、マスコミュニケーションとの連携、ソーシャルメディアへの対応等の様々な対策を、

長期的に、かつ複合的に行う必要がある。 

そして、リスクコミュニケーションの取り組みの観点からも、本提言で示した「より一

層の安全性を確実に担保するための検査態勢の体系化と、これを県域を超えて運用するこ

と」が重要となる。このような厳格な検査態勢を実施するという姿勢そのものが、最終的

には消費者や流通関係者の心理に関わる「風評」問題の解決の糸口につながると考えられ

る。 
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＜参考資料＞ 東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会審議経過 

2012年 

   ６月22日  日本学術会議幹事会（第１５４回） 

東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会設置 

   ７月27日  日本学術会議幹事会（第１５５回） 

東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会委員決定 

   ８月24日  東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会（第１回） 

役員の選出、今後の分科会の方針について 

   11月 14日  東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会（第２回） 

風評被害への対策について、今後の活動方針について 

   12月 10日  東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会（第３回） 

原発避難者の現状と課題、緊急提言について 

2013年 

   ２月14日  東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会（第４回） 

提言案『原子力災害に伴う「風評」被害対策と検査態勢の体系化 

に関する緊急提言』の素案確定、今後の緊急提言等について 

   ２月22日  東日本大震災復興支援委員会（第５回） 

提言案『原子力災害に伴う「風評」問題対策としての検査態勢の 

体系化に関する緊急提言』について報告・審議 

８月１９日  東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会（第５回:メール審議） 

           提言案『原子力災害に伴う食と農の「風評」問題対策としての検査

態勢の体系化に関する緊急提言』取りまとめ 

 ８月２２日    東日本大震災復興支援委員会（第６回） 

提言案『原子力災害に伴う食と農の「風評」問題対策としての検査

態勢の体系化に関する緊急提言』を承認 

 

 


